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令 和 ８ 年 度 
 

山梨県東部地域３市３村職員 

共 同 採 用 試 験 案 内 
 

 

受付期間 令和８年３月９日（月）～３月３０日（月）午後５時 
 

                                                   

第１次試験  令和８年４月１０日（金） 

  受験期間      ～４月２１日（火） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

都留市 大月市 上野原市 

道志村 小菅村 丹波山村 
 

試験事務局：山梨県総務部市町村振興課 

電話 055-223-1424 
 

東部地域３市３村職員共同採用試験ホームページ 

https://www.pref.yamanashi.jp/shichoson/r8tobukyodosaiyo.html 

 

東部地域３市３村が連携し、職員共同採用試験を実施します 

 

一度の試験で複数自治体に申込み可能！ 

第１次試験は全国のテストセンターで受験可能！ 

公務員試験特有の教養・専門試験なし！ 

 

従来の公務員試験と比べて受験しやすい内容となっています 

 

地域の未来を支える仕事に関心のある皆さまのご応募を 

心よりお待ちしています 
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１ 試験職種及び採用予定人員等 

 

試験

区分 
試験職種 仕事内容 自治体名 採用予定人員 

上級 

行政 

・ 

事務職 

住民サービス、総務、財政、福祉、税務な

ど、市町村行政全般に関する事務を担当し

ます。窓口対応や企画立案、制度運営など

を通じて、地域の暮らしを支える仕事で

す。 

都 留 市 ５人程度 

大 月 市 １０人程度 

上 野 原 市 ５人程度 

道 志 村 １人程度 

小 菅 村 ２人程度 

保健師 

地域住民の健康づくりのため、乳幼児健

診、健康相談、家庭訪問、保健指導などを

行います。疾病予防や健康増進を促進し、

地域の保健活動を担います。 

都 留 市 １人程度 

大 月 市 ３人程度 

上 野 原 市 １人程度 

道 志 村 １人程度 

社会福祉士 

高齢者、障がい者、生活に困っている方な

どへの相談支援を行い、必要な制度・サー

ビスにつなげます。福祉計画や地域支援体

制の整備にも携わります。 

都 留 市 １人程度 

大 月 市 ３人程度 

上 野 原 市 １人程度 

土木 

道路、河川、橋りょう、生活インフラなど

の整備・維持管理を担当します。現場確認

や設計、工事監督などを通じ、安全で安心

して暮らせる地域づくりを行います。 

都 留 市 １人程度 

大 月 市 ３人程度 

上 野 原 市 １人程度 

建築 

公共施設の建築設計、工事監理、維持管理

などを行います。建築基準法に基づく確認

業務や、地域の建築物の安全確保にも携わ

ります。 

都 留 市 １人程度 

大 月 市 ３人程度 

中級 保育士 

保育所で子どもの生活や遊びを支援し、心

身の発達を促す保育を行います。保護者支

援や地域との連携など、安心して子育てで

きる環境づくりにも取り組みます。 

小 菅 村 ２人程度 

丹 波 山 村 １人程度 

※ 複数の試験職種の申込みはできません。 
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２ 受験資格 
 

(1) 受験できる者 

試験 

区分 
試験職種 自治体名 年齢要件 学歴・資格等要件 

上級 

行政 

・ 

事務職 

都留市 

平成 3 年 4 月 2 日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 
大学を卒業した者若しくは令和 9年 3月 31日ま

でに卒業見込みの者又はこれと同等以上の学力

を有する者 

大月市 

上野原市 

道志村 

小菅村 
平成 9 年 4 月 2 日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

保健師 

都留市 
昭和 52年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

保健師の免許を有する者又は令和 9年 3月 31日

までに保健師の免許を取得見込みの者 

大月市 
昭和 61年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

上野原市 
昭和 60年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

道志村 
昭和 51年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

社会福祉士 

都留市 
昭和 52年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

社会福祉士の資格を有する者又は令和 9 年 3 月

31日までに社会福祉士の資格を取得見込みの者 
大月市 

昭和 61年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

上野原市 
昭和 56年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

土木 

都留市 
昭和 52年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 
次の①または②に該当する者 

①大学（土木に関する専門課程）を卒業した者

若しくは令和 9年 3月 31日までに卒業見込みの

者又はこれと同等以上の学力を有する者 

②大学を卒業又はこれと同等以上の学力を有

し、土木の設計又は施工の業務に従事した経験

のある者 

大月市 

平成 3 年 4 月 2 日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 
上野原市 

建築 

都留市 
昭和 52年 4月 2日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

次の①または②に該当する者 

①大学（建築に関する専門課程）を卒業した者

若しくは令和 9年 3月 31日までに卒業見込みの

者又はこれと同等以上の学力を有する者 

②大学を卒業又はこれと同等以上の学力を有

し、建築の設計又は施工の業務に従事した経験

のある者 

大月市 
平成 3 年 4 月 2 日から平成 17

年 4月 1日までに生まれた者 

中級 保育士 

小菅村 
昭和 52年 4月 2日から平成 19

年 4月 1日までに生まれた者 保育士の資格を有する者又は令和 9年 3月 31日

までに保育士の資格を取得見込みの者 
丹波山村 

昭和 61年 4月 2日から平成 19

年 4月 1日までに生まれた者 
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(2) 次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 地方公務員法第 16 条に該当する者（以下のいずれかに該当する者） 

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

 採用を志望する各自治体の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２

年を経過しない者 

 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 受験申込手続 
 

(1) 申込方法、受付期間等 

※必ずインターネットで申し込んでください。 

受付期間 

令和８年３月９日（月）～３月３０日（月）午後５時（受信有効） 

３月９日（月）から３月２９日（日）までは、２４時間いつでも受け付けますが、 

３月３０日（月）は午後５時までに正常に受信したものに限り受け付けます。 

申込 URL 
山梨県電子申請サービス「やまなしくらしねっと」 

https://apply.e-tumo.jp/pref-yamanashi-u/ 

注意点 

複数の試験職種の申込みはできません。 

受付期間終了後の試験職種の変更は認めません。 

予期せぬ機器停止や通信障害などが発生した場合には、受付ができませんが、

この場合のトラブルについては、一切責任を負いかねますので、十分注意してく

ださい。 

なお、申込データの到達（データが到達すると到達通知メールが自動送信され

ますので必ず確認してください。）から土曜日・日曜日・祝日を除いて５日程度で

受理通知メールを送信します。６日以上経過しても受理通知メールが到達しない

場合は、山梨県総務部市町村振興課に直ちに連絡してください。 

必要に応じて「@apply.e-tumo.jp」ドメインのメールが受信できるように設定

をお願いします。 

 

(2) 受験する自治体の選択（複数可） 

試験職種を１つ選択し、その職種について受験資格を満たす全ての自治体に申込みで

きます。（複数の試験職種を同時に申し込むことはできません。） 

なお、複数の自治体を志望した場合であっても、その志望情報は自治体間で共有しま

せん。それぞれの自治体が独立して選考を行います。 
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４ 試験日及び試験会場 
 

区分 試験日 試験会場 

第１次試験 

令和８年４月１０日（金）から 

令和８年４月２１日（火）までの期間で、受験者が選

択する日 

全国のテストセンター会

場のうち、受験者が選択

する会場 

第２次試験 

以降 

令和８年５月１８日（月）から６月５日（金）までの

期間で、各自治体が定める日程 

※各自治体の試験日は重ならないよう調整しますが、

指定された日程の変更はできません。 

各自治体が定める会場 

 
５ 第１次試験について 
 

(1) 第１次試験の内容 ※全職種共通 

区分 試験時間 内容又は分野等 

ＳＣＯＡ 

（基礎能力検査） 
６０分 

文章読解能力、数的能力、論理的思考能力、人文・ 社会、

自然に関する一般知識、基礎英語 

ＳＣＯＡ 

（性格検査） 
３５分 

性格面を検査により判断します。 

※第２次試験以降の参考資料として使用します。 

 

(2) 第１次試験の受験方法 

  第１次試験は、受験者自身でテストセンター会場の受験予約を行う必要がありま

す。以下の内容を確認し、指定期間内（４月１０日（金）から４月２１日（火）ま

で）に受験してください。 

 

※テストセンター会場は下記URLから確認できます。 

  https://cbt-s.com/examinee/testcenter/ 
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●申込み受付完了メール到達から第１次試験受験までの流れ 

テストセンター試験 受験依頼

メール 送信 

申込受付期間終了後、４月６日（月）までに受験申込時

に御登録されたメールアドレス宛てに、テストセンター会

場予約に必要となる ID・パスワード・予約専用サイトの

URLが記載されたメールを送付します。 

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに自動振

り分けされていないかご確認の上、山梨県総務部市町村振

興課までご連絡ください。 

テストセンター試験 予約手続 

「受験依頼メール」に従って、受験する日時・会場を選

択し、予約してください（試験実施期間内で都合の良い日

時・会場を選択していただきます）。 

各テストセンターの混雑状況によっては、希望する日時

や会場で受験できない場合がありますので、速やかにテス

トセンターの受験予約を行ってください。 

なお、テストセンターの受験におけるトラブルについて

は、一切責任を負いません。 

また、予約した試験の確認、変更またはキャンセルは、

受験予約画面から行うことができます。 

第１次試験の受験 

 (予約したテストセンター会場

において受験） 

予約専用サイトから、当日の持ち物や流れについて事前

に確認することができますので、試験を受験する前にあら

かじめ御確認ください。 

※本人確認のため、運転免許証や学生証などの顔写真付き

本人確認書類の提示が必要となります。 

 

＜テストセンターに関する問い合わせ先＞ 

受験サポートセンター 

TEL：03-5209-0553 

（受付時間 8:30～17:30／年末年始を除く） 

 

受験依頼メール送信日 ４月６日（月）までに送信 

ＳＣＯＡ 受験申込期間 受験依頼メール到達日～４月２０日（月）１４時 

ＳＣＯＡ 受験期間 ４月１０日（金）～４月２１日（火） 

 

 (3) 第１次試験合格者の決定 

  成績により、各自治体が合格者を決定します。 

 

 (4) 第１次試験合格者の発表 

合格発表日時 合 格 発 表 の 方 法 

令和８年５月１日（金） 

午前１０時以降 （予定） 

受験した自治体から受験者に直接合否を通知します。 

※通知方法は各自治体で定める方法によります。 
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６ 第２次試験以降について 
 

(1) 第２次試験以降の内容 

試験職種 自治体名 試 験 の 種 目 ・ 内 容 

全職種 

都留市 第２次試験：人物試験（個別面接） 

大月市 第２次試験：人物試験（個別面接、論文） 

上野原市 第２次試験：人物試験（個別面接、論文） 

道志村 第２次試験：人物試験（個別面接） 

小菅村 第２次試験：人物試験（個別面接、論文） 

丹波山村 
第２次試験：人物試験（ストレス耐性検査、論文） 

第３次試験：人物試験（個別面接） 

 

(2) 第２次試験以降の受験方法 

  第２次試験は、各自治体が定める方法により行います。第２次試験の詳細について

は、第１次試験合格者に通知します。 

  丹波山村は第３次試験を行いますが、詳細については、第２次試験合格者に通知し

ます。 

 

(3) 最終合格者の決定 

  成績により、各自治体が最終合格者を決定します。 

 

 (4) 最終合格者の発表 

合格発表時期 合 格 発 表 の 方 法 

令和８年６月中 

第２次試験以降の試験を受験した自治体から受験者

に直接合否を通知します。 

※通知方法は各自治体で定める方法によります。 

 

７ 試験結果の開示 
 

受験した各自治体の要綱等に基づき実施しますので、開示の方法、期間、場所等は各

自治体に問い合わせてください。 

 

８ 合格から採用まで 
 

 最終合格者は、各自治体それぞれの手続に基づき、採用されます。 

 採用は、原則として令和９年４月１日以降の予定です。ただし、既卒者について

は、令和９年４月１日より前に採用されることがあります。 

 受験申込の内容が虚偽である場合、職員として採用される資格を失います。 
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９ 給与 
 

初任給は、各自治体の条例等の規定により定められた額が支給されます。 

（令和８年３月現在） 

条件 金額 

大学卒 約２３２，０００円 

短大卒 約２１６，５００円 

※ 採用される職種により、初任給が若干異なることがあります。 

※ 初任給は、学歴その他採用前の経歴により一定の基準で加算されます。 

※ なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。 

※ このほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等が支給要件に応

じて支給されます。 
 

10 注意事項 
 

 この採用試験の実施に関して収集する個人情報は、この採用試験のために必要な範

囲でのみ使用します。 

 災害等により、やむを得ず試験日程を変更するなど、試験に関して緊急のお知らせ

がある場合には、３市３村職員共同採用試験ホームページや各自治体のホームペー

ジでお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

３市３村職員共同採用試験

ホームページ 


